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不 安 か ら 信 頼 関 係 へ (2)
一 大阪池田小学校事件の2次被害を考える一

荒 ノ‖ 哲  郎

The creation of Credibility from Suspicious human relation

TetsurO ARAKAWA

1.精 神障害のある人を取 り巻く状況

2006年 4月 障害者の雇用の促進等の法律が改正さ

れ、精神障害のある人の雇用の数も法定雇用率に算入

された。精神障害のある人を雇用 した事業所は、助成

金なども得 られる制度に変わる。
(1)1987年

、身体障

害者雇用促進法が 「障害者の雇用の促進に関する法律」

に改正されて、知的障害のある人が法律の対象になり、

法定雇用率に算入されようになった。しかし精神障害

の人たちの雇用は法定雇用率にカウントされなかった。
(2)

約 20年 が過ぎ、他の障害のある人と同じ様に法定雇

用率に入れられた。 この法律の変遷を見ると、「なぜ

精神の障害の人たちはこのように法制度からも平等に

認められないで疎外されてきたのだろうか」と疑間が

生まれてくる。そして同時に 「精神の障害」への差別

性に向き合うことの重要さを再認識する。

2.精 神障害のある人の雇用の現状

2003年 H月 に厚生労働省が 「障害者雇用実態調査」

を実施 した資料では精神障害者の雇用者は 1万 3000

人、身体障害者 36万 9000人、知的障害者 H万 4000

人と比較すると圧倒的に少ない。また 2003年の公共

職業安定所の紹介による精神障害のある人の就職件数

は 2493人である。
(3)

現在、精神障害のある人は 258万 4000人。病院で

治療 している人、そして治療は終えたが病院で生活し

ている人は 34万 5000人。地域で生活 している人は

223万 9000人。(障害者白書 2005)年 齢構成をみると

20歳 か ら65歳 までの人が 148万 7000人を占めてい

る。 13000人の雇用者数の割合が 1%に も満たない極

少ないことが改めて認識される。障害者雇用実態調査

は 5007事業所を対象にした調査があるが、精神障害

者は47人 が対象になっているにすぎない。
(3)事

業所

の課題として最 も多いのは 「会社内に適当な仕事があ

るか」79。6%次 いで 「職場の安全面の配慮が適切にで

きるか」41.2%「 社内において障害についての理解が得

られるか」38。7%「 採用時に適性、能力を十分把握で

きるか」38.1%と なっている。この結果からは事業所

が 「会社の中に適当な仕事がみつけられない」と事業

所が戸惑い、不安を持つ状況、精神の障害のある人を

雇い入れた後の配慮、職場の人たちとの関係に悩んで

いることがみられる。
(3)

日本障害者雇用促進協会の調査から本人の就労の意

見を取 り上げると 「働 く意欲があっても体力が続 くか

不安である」「職場での人間関係に自信がない」「職場

での労働時間、規則にあわせていくことへの不安」 も

あげられている。「不安」「自信がない」と就労する前

から孤立 していることが想像される。このように雇用

を増やすためには互いがつ くり出している 「障壁」を

取 りのぞく必要があることがあることがわかる。
(4)

3.欠 格条項の改正の背景

他の法律では精神障害のある人はどのようにとらえ

られているのだろうか。欠格条項との視`点から観る。

1948年 に公布された医師法、歯科医師法、保健婦助

産婦看護婦法、歯科衛生士法には 「目が見えない者」

「耳がきこえない者」「口がきけない者」は一律に免許を

与えないこととする規定 (絶対的欠格条項)が ある。
(5)

また 「精神病者は医師の国家試験に合格 しても、医師

の免許を与えないことがある」との規定が存在 した。

現在 も らい身の障害により、業務を適正に行うことが

できない者として省令で定めるもの医師等の免許を与

えないことがある」との欠格条項の存在がある。

政府は 1993年 (平成 5年 )策 定された 「障害者対

策に関する新長期計画」において、障害のある人の欠

格条項が社会参加を不当に阻む要因とならないように

必要な見直 しについて検討することにした。そして

1999年 には 「欠格条項の見直 し」を 63の 制度につい

て決定 した。この背景には国際的な人権運動の潮流が

ある。たとえば国連の総会で採択された 「障害者の機
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